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中央公園の維持管理・運営等に関する基本協定書（案） 
 

豊田市（以下「甲」という。）並びに●を代表法人とし、●及び●をその他の構成法人と
する●共同企業体（以下「乙」という。）は、［中央公園第二期整備先行整備区域］（以下「当
該施設」という。）の管理運営等について、次のとおり基本協定（以下「本協定」という。）
を締結する。 
 

第１章 総 則 
（目的） 

第１条 本協定は、甲と乙が相互に協力し、当該施設（公募対象公園施設及び利便増進施
設に係る部分を除く。以下同じ。）の管理及び運営に関する業務（以下「管理運営業務」
という。）を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。 

 
（用語の定義） 

第２条 本協定で用いる用語の定義は、本協定に別段の定めがある場合を除き、甲乙間で
締結された令和●年●月●日付中央公園民間活力導入事業に係る基本協定書（以下
「Park-PFI 基本協定」という。）に定められたとおりとする。 
 
（管理運営の基本方針） 

第３条 乙は、次の各号に留意して管理運営業務を行わなければならない。 
（１）地方自治法、都市公園法、豊田市都市公園条例（以下「設置条例」という。）、豊田

市都市公園使用料及び利用料金条例、豊田市都市公園管理規則、豊田市公の施設に係
る指定管理者の指定手続等に関する条例（以下「手続条例」という。）、豊田市公の施
設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則その他の関係法令等の内容を理解し、
遵守すること。 

（２）住民の福祉の増進を目的として設立された公の施設としての役割を十分に認識し、
当該施設の利用、サービスの提供にあたっては公平な取扱いをすること。 

（３）当該施設の設置目的を最大限に実現することを目指し、適切な管理運営に努めるこ
と。 

（４）多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応できるよう、創意工夫の上、
質の高いサービスの提供に努めて利用者へのサービスの向上を図るとともに、経費削
減等の効率的な管理運営に努めること。 

（５）管理運営業務の遂行にあたり、利用者からの苦情や施設運営に係る問題等が発生し
た場合は、速やかに甲に連絡し、その取扱いに関し協議すること。特に重要な項目に
ついては、直ちに連絡すること。 

（６）利用者の安全確保に留意するとともに、施設の環境保全、保安警備に努め、良好な
管理及び運営を行うこと。 

 

別添資料６ 
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（協定の有効期間） 
第４条 この協定の有効期間は、令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日ま

でとする。 
 

（事業年度） 
第５条 管理運営業務に係る事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 
 

（信義誠実の原則） 
第６条 甲乙双方は、信義を重んじ誠実に本協定を履行しなければならない。 
 

第２章 管理運営業務 
（管理運営業務の内容） 

第７条 甲は、設置条例第１５条の規定に基づき、次に掲げる業務を乙に行わせるものと
する。 

（１）当該施設の利用の許可に関する業務 
（２）当該施設（設備を含む。）の維持管理に関する業務 
（３）当該施設の行為許可に関する業務 
（４）前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務 
２ 前項各号に掲げる業務の詳細は、別記１「豊田市中央公園管理運営業務仕様書」（以下

「仕様書」という。）に定めるとおりとする。 
 
（管理運営業務の実施） 
第８条 乙は、本協定、本協定に基づき事業年度ごとに締結する協定（以下「年度協定」

という。）、本施設の設置条例及び関係法令等のほか、公募設置等指針等、仕様書及び第
１９条に定める年度事業計画書（以下「年度事業計画書」という。）に従って管理運営業
務を実施するものとする。 

２ 本協定、公募設置等指針等、仕様書及び年度事業計画書の間に矛盾又は齟齬がある場
合は、本協定、公募設置等指針等、仕様書、年度事業計画書の順にその解釈が優先する
ものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、仕様書又は年度事業計画書において公募設置等指針等を上
回る水準が規定されている場合は仕様書又は年度事業計画書に示された水準によるも
のとし、年度事業計画書において仕様書を上回る水準が提案されている場合は、年度事
業計画書に示された水準によるものとする。 

４ 代表法人及びその他の構成法人は、管理運営業務の実施その他本協定に基づく乙の義
務を連帯して履行する責任を負う。 

 
（業務内容の変更及び中止） 

第９条 甲は、必要があると認める場合は、管理運営業務の内容を変更し、その全部又は
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一部の履行を中止させることができる。この場合において、甲が乙に支払う管理運営業
務に係る対価（以下「指定管理料」という。）又は協定の内容を変更する必要がある場合
は、甲乙協議して定めるものとする。 

２ 乙は、その責に帰することができない理由その他正当な理由により、管理運営業務が
履行できなくなった場合は、直ちに甲にその旨を明示して、その指示を求めなければな
らない。 

 
（第三者への委託の制限） 

第１０条 乙は、業務の全部を一括して又は管理運営業務のうちの主たる業務を第三者に
再委託してはならない。 

２ 乙は、コピーや資料の収集、収集資料の整理、単純な集計、原稿のワープロ打ち、印
刷、製本、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入など当該業務の付随的・
補助的業務にあたらない簡易な業務の再委託に当たっては、甲の承認を必要としない。 

３ 乙は、第１項及び第２項に規定する業務以外の再委託に当たっては、業務内容、業者
名、契約金額を書面により甲に提出し、甲の承認を得なければならない。 

４ 甲は、前項の規定により提出された書面が不適当と認めるときは、乙に対し、その委
託又は請負を承認せず、若しくはその計画を変更させるものとする。 

５ 乙は、第三者へ委託し、又は請け負わせる業務について、その実施状況等を適切に管
理監督しなければならない。 

６ 乙は、再委託先に対して本協定における乙の義務と同様の義務を順守させ、その行為
について一切の責任を負う。 

 
（利用調整） 

第１１条 乙は、当該施設の利用の許可、不許可及び許可の取消しを行うにあたり、当該
施設の利用調整について甲が定める方針に従わなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、選挙等の行政上の都合により、特別な利用調整を図る必要
がある場合は、乙はこれに従い甲に協力しなければならない。 
 
（財産の管理） 

第１２条 甲は自らが所有する管理運営業務に係る財産（以下「財産」という。）の財産台
帳を整備し、乙に貸与する備品等を明らかにするものとする。 

２ 乙は、財産を善良な管理者の注意をもって管理するものとする。 
３ 乙は、自己の費用で管理運営業務に係る備品等を購入又は調達しようとする場合は、

あらかじめ甲と協議するものとする。 
４ 乙は、財産を業務運営の目的外に使用してはならない。ただし、甲が特に認めた場合

はこの限りではない。 
５ 乙は天変地異その他の事故により財産を滅失し、又は毀損したときは、速やかにその

状況を甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 
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（施設等の維持補修等） 

第１３条 管理運営業務に係る施設及び設備（以下「施設等」という。）の修繕等は、人工
芝グラウンド及び駐車場（以下「運営独立採算部分」という。）については乙の費用負担
で乙が実施し、それ以外の部分については 1 件 50 万円（消費税等を含む。）を超えるも
のについては甲の費用負担で甲が実施し、それ以外のものは甲の費用負担（指定管理料
に含める。）で乙が実施する。 

２ 前項の規定にかかわらず、運営独立採算部分のうち、人工芝グラウンドの人工芝の全
面張替に要する費用（営業補償を含まない。）については、1 回分に限り甲が負担するも
のとし、張替の手法、時期、実施者等については、甲乙協議のうえ定める。なお、指定
期間中に 2 回目以降の張替えが必要となった場合の費用は乙の負担とする。 

３ 前各項及び第 27 条の規定にかかわらず、自然災害等の不可抗力により施設等（運営
独立採算部分を含む。）が損傷した場合の修繕等に要する費用については、原則として甲
の負担とする。ただし、当該不可抗力事由により保険金等が支払われる場合、当該保険
金等の相当額は、甲の負担額から控除する。 

４ 指定管理料に含める修繕料は、年度協定書で定めるところにより、精算するものとす
る。 

５ 乙が行った修繕により施設等の資産価値が増加した場合においても、当該所有権は甲
に帰属するものとする。 

６ 施設等の維持補修等において、実施主体や費用負担等についての疑義が生じた場合は、
甲乙間で対応を協議するものとする。 

 
（臨機の処置） 

第１４条 乙は、災害、新型インフルエンザ等の発生等、臨機の処置が必要となった場合
は、当該施設が行政対策本部機能、避難所機能、物資備蓄機能、応急救護機能等の役割
を担う可能性があることを認識し、甲の求めるところに従って必要な協力を行わなけれ
ばならない。 

２ 乙は、事故、災害等の緊急の対応が必要な場合には、臨機の処置をとらなければなら
ない。この場合において、乙は、その処置の内容を直ちに甲に報告しなければならない。 

３ 乙は、緊急時のマニュアルや緊急連絡網等を作成し、緊急時に対応できる体制をとら
なければならない。 

 
（業務責任者） 

第１５条 乙は、管理運営業務を実施するにあたって、総括責任者を定め、年度事業計画
書に記載する管理運営の体制において、該当者を明らかにするものとする。 

２ 総括責任者は、第７条に定める管理運営業務全般の実施状況を把握し、実務担当者及
び再委託業者等を指揮監督するものとする。 

３ 乙は、事業年度の途中で総括責任者を変更したときは、速やかに甲にその旨を報告す
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るものとする。 
 

（管理運営業務の担当者） 
第１６条 乙は、管理運営業務のうち、施設及び設備の維持管理に係る業務の担当者を定

め、年度事業計画書に記載する管理運営の体制において、該当者を明らかにするものと
する。 

２ 前項の担当者は、施設及び設備の維持管理に係る業務の実施状況を把握し、管理する
ものとする。 

３ 総括責任者は、第１項の担当者を兼ねることができる。 
 

（管理運営業務の実施状況等の確認） 
第１７条 甲は、第２０条により乙が提出した年度業務報告書及び月次業務報告書に基づ

き、乙が行う管理運営業務の実施状況（以下「業務実施状況等」という。）の確認を行う。 
２ 甲は、前項における確認のほか、業務実施状況等を確認することを目的として、随時、

当該施設へ立ち入ることができる。 
３ 甲は、必要があると認めるときは、事業報告書の内容又はそれに関連する事項につい

て、乙に対して報告又は説明を求めることができる。 
 

（管理運営業務の改善勧告） 
第１８条 甲は、前条に定める確認の結果、業務実施状況等が仕様書等、甲が示した条件

を満たしていない場合は、乙に対して管理運営業務の改善を勧告するものとする。 
２ 乙は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。 
 

第３章 事業計画及び報告 
（年度事業計画） 

第１９条 乙は、毎年２月末までに、翌事業年度の管理運営業務に係る次に掲げる内容を
記載した年度事業計画書を提出し、甲の承認を得なければならない。 

（１）管理運営の体制及び職員名簿 
（２）事業の概要及び実施する時期 
（３）管理運営業務に係る収支予算の総額及び内訳 
（４）その他甲が必要と認める事項 
 

（業務報告書の提出） 
第２０条 乙は、手続条例第５条の規定に基づき、毎年度終了後３０日以内に、次に掲げ

る事項の当該事業年度全体の状況を記載した年度業務報告書を甲に提出しなければな
らない。 

（１）事業の実施状況及び施設の利用状況 
（２）施設及び設備の維持管理に係る業務の実施状況 
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（３）使用料又は利用に係る料金の収入の実績 
（４）管理運営に係る経費の収支状況 
（５）前３号に掲げるもののほか、甲が必要と認めた事項 
２ 乙は、毎月１０日までに、前項に掲げる事項の前月分の状況を記載した月次業務報告

書を甲に提出しなければならない。ただし、甲が認めた場合は、報告対象期間及び提出
期日を別に定めることができる。 

 
第４章 管理運営経費及び財源等 

（指定管理料） 
第２１条 指定管理料の額及び支払い時期等については、別に年度協定において定めるも

のとする。 
２ 甲及び乙は、指定期間中に賃金水準又は物価水準の変動により指定管理料が不適当と

なったと認めたときは、別記２「物価変動による指定管理料の改定方法」により指定管
理料を変更するものとする。 

３ 乙は、指定管理料を管理運営業務以外の業務の経費に使用してはならない。 
 

（利用料金） 
第２２条 乙は、人工芝グラウンド及び駐車場の施設使用に係る料金（以下「利用料金」

という。）を、乙の収入として収受するものとする。 
２ 乙は、当該施設の利用者による利用料金の支払い方法について、現金のほかクレジッ

トカード、携帯端末等を用いた電子決済の支払いを受け付けるものとする。 
３ 乙は、当該支払いを受け付けるために決済代行業者等と契約を締結した場合は、速や

かにその契約内容を甲に届け出るものとする。 
４ 利用料金の額は、乙が、設置条例で規定する範囲内において、事前に甲の承認を得て

決定するものとする。 
５ 前項の規定は、利用料金の額を改定する場合も同様とする。 
６ 乙は、甲が利用料金の減免制度を定める場合には、これに従い利用料金を減免しなけ

ればならない。 
７ 前項の規定に基づき減免した利用料金は、年度協定書で定めるところにより、甲が補

填するものとする。 
８ 需要変動による利用料金収入の増減に関するリスクはすべて乙の負担とし、甲は利用

料金収入の減少による乙の収入の補填その他の支払いを行わない。ただし、自然災害や
公衆衛生上の事態などの不可抗力や周辺環境の悪化など、乙が予測不可能な事象を要因
とした需要変動により、大幅に利用料金収入が減少した場合は、人工芝グラウンド及び
駐車場の管理運営について別途協議することができる。 

 
（経理） 

第２３条 管理運営業務に係る会計区分は、毎年４月１日から翌年の３月３１日までとし、



7 

独立した区分経理を行わなければならない。 
２ 乙は、収支に関する帳票その他事業に係る記録を整備し、常に経理状況を明らかにし

ておくとともに、甲が必要と認めるときは、その状況を報告しなければならない。 
 

第５章 責任分担等 
（責任分担） 

第２４条 管理運営業務に係る甲乙間の責任の分担については、本協定及び仕様書に定め
るとおりとする。 

２ 本協定及び仕様書に定める事項以外の不測の事態が生じた場合は、甲乙双方協議の上
で当該事態に係る責任分担を決定する。 

 
（損害賠償） 

第２５条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、その損害を賠償しなければなら
ない。 

（１）乙の責に帰すべき事由により、甲又は第三者に損害を与えたとき。 
（２）乙の責に帰すべき事由により指定管理者の指定が取り消された場合において、甲又

は第三者に損害を与えたとき。 
２ 乙の管理運営業務の実施に際し、乙の責に帰すべき事由により第三者に損害を与えた

場合において、甲が当該第三者に損害の賠償を行ったときは、甲は乙に対して、当該賠
償した額の全部又は一部を求償することができる。 

 
（保険） 

第２６条 乙は、前２条の規定に対応するため、必要に応じて、乙の費用負担で Park-PFI
基本協定第１５条に定める保険その他の保険に加入するものとする。 

 

（法令変更及び不可抗力） 
第２7 条 指定期間において法令等の変更が生じた場合の取り扱いについては、Park-PFI

基本協定第 9 章及び別紙 4 の定めに従うものとする。 
２ 指定期間において不可抗力が生じた場合の取り扱いについては、Park-PFI 基本協定第 10 章及

び別紙 5 の定めに従うものとする。 
 

第６章 その他 
（自主事業） 

第２８条 乙は、当該施設において自主事業を行うときは、事業内容及び当該事業の実施
に際して参加者から徴収する金額について、事前に甲と協議するものとする。 

２ 自主事業の実施に関する基準は、別記３「指定管理者自主事業実施基準」に定めると
おりとする。 

 



8 

（個人情報及び情報セキュリティ） 
第２９条 乙は、本協定による管理運営業務を適正に処理するため、別記 4「個人情報の

取扱い及び情報セキュリティに関する特記」を遵守しなければならない。 
２ 乙は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及びその他個人情報

の保護に関するすべての関係法令等の規定を遵守するとともに、個人情報の適切な管理
のための規程を整備し、適切に運用しなければならない。 

３ 乙は、管理運営業務を安全、円滑、確実に処理するため、情報セキュリティに関する
規程を整備し、適切に運用しなければならない。 

 
（情報公開） 

第３９条 乙は、豊田市情報公開条例（平成１０年条例第３４号）及び同規則（平成１０
年規則第６９号）の規定を遵守するとともに、情報の公開に関する規程を整備し、適切
に運用しなければならない。 

２ 乙は、管理運営業務に係る情報公開の申出があった場合は、甲と協議し必要な措置を
講じるものとする。 

３ 乙は、情報公開に関する苦情処理について、甲に対し助言を求めることができる。 
 
 （業務の引継ぎ） 
第３１条 乙は、指定期間の終了又は指定の取消しによって、次期指定管理者に業務を引

き継ぐ場合には、施設の管理運営に支障を及ぼすことのないよう、円滑な引継ぎに協
力しなければならない。 

 
（権利義務の譲渡の禁止） 

第３２条 乙は、本協定により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させては
ならない。 

 
（協議） 

第３３条 本協定に定めのない事項で必要がある場合及び本協定について疑義を生じた場
合は、甲乙協議の上で決定する。 

 
（準拠法） 

第３４条 本協定は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈する。 
 

（管轄裁判所） 
第３５条 本協定に関する紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄

裁判所とする。 
 

（以下余白）  
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本協定の締結を証するため、本協定書●通を作成し、甲乙双方記名押印のうえ各自１通
を保有するものとする。 
 

令和●年●月●日 

 

甲︓                豊田市西町三丁目 60 番地 

豊田市 

代表者 豊田市長           印 

 

乙︓    グループ名 ●●共同企業体 

代表法人  住所 

商号 

代表者                印 

構成法人  住所 

商号 

代表者                印 

構成法人  住所 

商号 

代表者                印 
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別記１ 
中央公園管理運営業務仕様書 
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別記２ 
物価変動による指定管理料の改定方法 

 
ア 改定の時期 

改定計算は毎年度１回とし、翌年度の支払から反映する。 
初回の改定の計算は、令和９年度に行う（令和６年度と令和８年度の指標により改定率を計

算）。最後の改定の計算は令和 27 年度に行い、令和 28 年度は改定計算を行わない。 
 

イ 改定方法 
ｔ年度の指定管理料は、前回改定時の指標とｔ－２年度の指標とを比較し、３％以上の変動が

認められる場合に改定する。 
改定後の指定管理料の１円未満の部分は切り捨てとする。 
 

【t 年度に支払う指定管理料の算定式】 
［算定式］P୲ = 𝑃௧ × 𝛼 
■ｔ年度以前に、指定管理料が一度も改定されていない場合 
［算定式］P୲ = 𝑃௧ ×  𝛼 = 𝑃௧ × (𝐼௧ିଶ 𝐼⁄ ) 
■ｔ年度以前に、指定管理料が改定されている場合 
［算定式］P୲ = 𝑃௧ ×  𝛼 = 𝑃௧ × (𝐼௧ିଶ 𝐼⁄ ) 
 ・P୲︓t 年度に実際に支払う指定管理料（税抜き）  
・𝑃௧︓協定書に記載されている t 年度の指定管理料（税抜き） 
・𝑃௧︓前回改定後の t 年度の指定管理料（税抜き） 
・𝛼︓物価改定率 
・𝐼௧ିଶ︓(t－2)年度の各種物価指標 
・𝐼︓維持管理・運営等に関する基本協定締結日の属する年度の各種指標 
・𝐼︓前回改定時の各種指標 
 

ウ 使用する指標 
改定の際に用いる指標は次のとおりとする。 
用いている指標が消滅した場合及び指標内容見直しに伴って本事業の実態に合わなくなった場合や

物価指標の年度ごとの適切な比較ができなくなった場合は、その後の対応方法について市と指定管理
者との間で協議して定めるものとする。 

費目 改定率に使用する指標 
人件費 「毎月勤労統計調査」︓第 6 表実質賃金指数 
光熱水費 「消費税を除く国内企業物価指数」︓電力・都市ガス・水道（物価指数月

報・日銀調査統計局）の年度平均 
その他 「消費税を除く企業向けサービス価格指数」︓総平均（物価指数月報・日

銀調査統計局）の年度平均 
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別記３ 
        

指定管理者自主事業実施基準 
（目 的） 
第１ この基準は、指定管理者が管理する施設を活用して行う自主事業について、市が承

認する基準その他の取扱いについて定めるものである。 

（定 義） 
第２ この基準における自主事業とは、次に掲げるものとする。 

（１）中央公園民間活力導入事業指定管理業務要求水準書（以下「指定管理業務要求水
準書」という。）に自主事業として実施することが定められている事業 
（２）指定管理業務要求水準書に具体的定めがなく、指定管理者が自らの企画により行
う事業 

（事前協議） 
第３ 指定管理者が自主事業を行うに当たっては、その事業内容、収支計画及び参加料等

を明らかにした上で、事前に市の承認を得なければならないるものとする。 

（承認基準） 
第４ 指定管理者が行う自主事業は、その事業の性質に応じて、以下のすべての項目に適

合することを条件に承認する項目に適合するよう努めるものとする。 
（１）事業日程が一般利用者の施設利用を著しく阻害しない範囲であること 
（２）事業規模が施設許容量に照らして適当であること 
（３）対象者の設定に公平性が認められること 
（４）民間事業に多大な影響を及ぼす（圧迫する）懸念がないこと 
（５）事業実施に関する安全性及び補償体制が担保されていること 
（６）事業内容が公序良俗に反しないものであること 
（７）指定管理料で当該経費を支出しないものであること 

 （８）その他一般利用者の視点で疑義が生じない内容であること 

（使用料等） 
第５ 指定管理者が自主事業のために、施設等を使用、利用又は占用する場合には、必要

な許可を受けるほか、条例で定められた使用料又は占用料が発生する場合は、これを支
払うものとする。 

（実施報告） 
第６ 指定管理者が自主事業を実施した場合は、参加者の状況、事業成果及び経理状況等

を市に報告しなければならないするものとする。 

（委任） 
第７ この基準に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定めるものとする。 
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別記 4 
個人情報の取扱い及び情報セキュリティに関する特記 

を 
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。 
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